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この情報は、介護サービスを利用している皆さんや各事業者から寄せられた  

質問への回答、長野市からのお願い・お知らせなどを掲載しています。  
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長野市介護保険フレッシュ情報 

 
 

長野市介護保険フレッシュ情報 

長野市ホームページでもご覧いただけます。 
長野市トップページ＞組織でさがす＞ 

保健福祉部＞介護保険課＞長野市介護保険フレッシュ情報 
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【ユニット型特別養護老人ホーム（地域密着型含む）及びユニット型介護老人

保健施設あて】 

 平成 31 年度新規ユニットリーダー研修実地研修施設募集について 

 

一般社団法人日本ユニットケア推進センターにおいて、新規実地研修施設の募集を行

います。 

以下のＵＲＬにて募集要項、申請書様式をご確認の上、選定を希望される事業所は平

成31年５月24日（金）までに新規応募申請書類を長野県健康福祉部介護支援課施設係あて

に提出してください。 

 

http://www.unito-care.or.jp 

問い合わせ先：長野県健康福祉部介護支援課施設係 

ＴＥＬ：０２６－２３５－７１１３ 

ＦＡＸ：０２６－２３５－７３９４ 

Ｅ－ｍａｉｌ：kaigo-shien@pref.nagano.lg.jp 

 

 

健康増進法施行令の一部を改正する政令等の周知について 

 

「健康増進法施行令の一部を改正する政令」（平成31年政令第27号）等の関係政省

令・告示が交付されました。 

なお、厚生労働省のホームページに「受動喫煙対策」が掲載されていますので、以下の

ＵＲＬをご確認ください。 

 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 

 

  

「医療と介護との連携マニュアル～Vol.5～」の発刊について 

 

長野県が作成する、介護支援専門員等計画作成者と医師・歯科医師・薬剤師が連携し情

報交換を円滑に行うことにより、在宅の要支援・介護状態の利用者の支援を効果的に行う

ことを目的とした「医療と介護との連携マニュアル～Vol.5～」が発刊されました。 

長野県ホームページにマニュアルが掲載されていますので、以下のＵＲＬをご確認くだ

さい。 

 

 https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/documents/documents/iryou-kaigo-

renkei1.html 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 
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養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止について 

  

高齢者の虐待防止につきましては、日頃からご尽力いただき、御礼申し上げます。 

厚生労働省老健局高齢者支援課から「平成 29 年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に

対する支援等に関する法律に基づく対応状況に等に関する調査」の結果について、下記に

より公表されましたのでご確認下さい。 

 

〈厚生労働省掲載ページ〉 

ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉＞高齢者虐待

防止 

 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ 

boushi/ 

 

近年、養介護施設従事者等による高齢者虐待が大幅に増加しています。養介護施設にお

きましては、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定を御

確認いただくとともに、利用者が安心して過ごすことができる環境を提供できるよう、従

事者等への意識啓発と併せ、組織全体として高齢者虐待防止対策の一層の推進について御

配慮をお願いします。 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 

 

 

 

介護保険事業者の指定について 

 

新たに指定された介護保険事業者のうち、長野市を営業地域とする事業者についてお知

らせします。 

  

平成 31 年４月１日付け指定分 

□居宅介護支援 

 

 

 

介護保険事業者番号 ２０７０１０７２１０ 

事業所名称 長野中央病院介護支援事業所 

事業所所在地 長野市大字鶴賀 1570 番地 

事業所電話番号 026-234-3307 事業所ＦＡＸ番号 026-234-1493 

開設者の名称 長野医療生活協同組合 営 業 日 月～金 

営業時間 8：45～17：15 介護支援専門員数 １人 

通常の事業実施地域 
長野市（旧豊野町、旧大岡村、旧鬼無里村、旧戸隠村、旧

信州新町、旧中条村を除く） 
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□地域密着型通所介護 

 

□看護小規模多機能型居宅介護 

 

 

 

 本年４月 27 日から５月６日までの 10 連休における介護保険サービス等の提

供体制に関する対応について 

 

介護サービスに関しては、年末年始やゴールデンウィークを含め、連休中においも、各

事業所の判断で休日に開所する等の対応を行っていただいているところではありますが、

今般の10連休においても、利用者の処遇に支障を来さないよう、医療機関等との連携協力

体制の確保をお願いします。 

このことについて、【別紙１】のとおり厚生労働省老健局長から通知がありましたので併

せてご確認をお願いします。 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 

 

 

本年４月 27 日から５月６日までの 10 連休に伴う介護報酬等の請求等の取扱

いについて 

 

 このことについて、平成 31 年 3 月 29 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室よ

り事務連絡がありました。 

 詳細につきましては、【別紙２】をご覧ください。 

 

問い合わせ先：長野市役所介護保険課 サービス担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－７８７１（直通） 

介護保険事業者番号 ２０９０１０１００３ 

事業所名称 鬼無里介護サービスセンター通所介護事業所 

事業所所在地 長野市鬼無里 160 番地３ 

事業所電話番号 026-256-2961 事業所ＦＡＸ番号 026-256-2961 

開設者の名称 
社会福祉法人長野市社
会福祉協議会 

営 業 日 月～金 

サービス提供時間 8:30～17:15 定 員 18 人 

通常の事業実施地域 長野市 

介護保険事業者番号 ２０９０１０１０１１ 

事業所名称 ブルーム若里 

事業所所在地 長野市若里５丁目５番 17 号－１ 

事業所電話番号 026-217-1231 事業所ＦＡＸ番号 026-217-1232 

開設者の名称 
特定非営利活動法人
ディサービス柔柔・
やわやわ 

登録定員 ２９人 

通いサービス定員 １８名 宿泊定員 ９人 
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 2019 年度第Ⅰ期ユニットケア研修の再募集について 

 

日本ユニットケア推進センターから、施設管理者研修並びにユニットリーダー研修の再

募集の案内がありました。 

申込み方法・日程等の詳細については、【別紙３】を確認の上、オンラインによりお申込

みください。 

 

ユニットケア研修オンライン受講申込システム 

https://system.unit-care.or.jp/ unitcare/rinji.aspx?id=L7zKUTSKWv 

 

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通） 

 

 

平成 31 年度認知症相談会 

 

 【別紙４】をご覧ください。 

 

 

 

 消費税引上げに伴う福祉用具貸与価格の上限等の取扱いについて（通知） 

 

このことについて、平成31年3月28日付老高発0328第2号により厚生労働省老健局高齢

者支援課長から通知がありました。 

詳細につきましては、【別紙５】をご覧ください。 

 

問い合わせ先：長野市役所介護保険課 サービス担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－７８７１（直通） 

 

 

 

 平成 31 年度版長野市高齢者サービスガイドに掲載する介護保険サービス事

業所一覧の確認について（依頼） 

 
長野市では毎年、市民の皆様に本市の高齢者施策や介護保険制度についてご理解いただ

くため、「長野市高齢者サービスガイド」を作成しています。 

 平成 31 年度版についても、例年と同様に介護保険事業所一覧を掲載する予定です。 

 ついては、別添の「介護保険事業所一覧」の記載内容をご確認いただき、修正箇所があ

る場合は、「介護保険事業所一覧記載事項変更票」により介護保険課サービス担当まで送付

いただきますようお願いします。 

 

 ○送 付 先  介護保険課サービス担当 FAX：２２４－８６９４ 

                    E メール：kaigo@city.nagano.lg.jp 
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  ○提出期限  平成 31 年４月 11 日（木）正午 

        別添の「介護保険事業所一覧記載事項変更票」を送付してください。 

 

 ○そ の 他  「長野市高齢者サービスガイド」は、平成 31 年４月 1 日現在の指定内容

をもとに掲載しています。内容に誤りがある場合、また４月１日以降変更

があった場合にはお知らせください。期間が短く申し訳ありませんが、御

協力お願いいたします。 

        また、サービスガイドの配布は５月中旬頃からの配布を予定しています。

配布時期が決まりましたらフレッシュ情報でお知らせいたします。詳細に 

つきましては、【別紙６】をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護支援事業者・
居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知らせしていく予定です。  
業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電話またはＦＡＸ、

Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。 
 
《  問い合せ先  》 

長野市保健福祉部 介護保険課 サービス担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ  Ａ  Ｘ： 026-224-8694 
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp 
 

mailto:kaigo@city.nagano.lg.jp

